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平成３０年第１１回教育委員会会議 

平成３０年７月３１日 

 

午後 １時２９分 開会 

１ 開会宣言 

○葛西教育長 ただいまから平成３０年第１１回教育委員会会議を開会いたします。 

 会期は本日限りといたします。 

 本日の会議の欠席者を教育総務課長から報告願います。 

○長谷川教育総務課長 本日は全員出席しております。以上です。 

○葛西教育長 傍聴者はおみえですか。 

○川喜田教育総務課 傍聴者はおみえになりません。 

 

２ 会議録署名者の決定 

○葛西教育長 それでは、会議録署名者の決定に移ります。 

 お諮りいたします。 

 本委員会の会議録署名者として、渡邉委員と加藤委員とでお願いしたいと思いますが、

ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○葛西教育長 ご異議がないようですから、提案どおり決定いたします。 

 

３ 職務代理者の指名 

○葛西教育長 それでは、次に、私の教育長としての任期が本日をもって満了となります。

市議会の同意を得て市長に任命いただき、明日８月１日から新たに３年間の任期を務めさ

せていただきます。 

 つきましては、８月以降の職務代理者を指名させていただきたいと思います。 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律においては、教育長の職務代理者については

あらかじめ教育長が指名することになっております。四日市市教育委員会会議規則におい

ても、「教育長職務代理者は、教育長があらかじめ２人を指定するものとする。」として

おります。 

 これまで、第１順位職務代理者を渡邉委員、第２順位職務代理者を加藤委員にお願いし
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ておりました。８月以降も引き続き、第１順位職務代理者を渡邉委員、第２順位職務代理

者を加藤委員にお願いしたいと思います。皆様ご了解いただけますか。よろしいでしょう

か。 

（「異議なし」の声あり） 

○葛西教育長 ご異議がないようですから、提案どおり決定いたします。 

 

４ 議事 

○葛西教育長 これより議事に入ります。 

 本日の議事は、議案２件、協議事項１件、報告事項２件ですが、協議事項の四日市市中

学校給食基本構想・基本計画について（中間まとめ）と、報告事項の平成２９年度本市に

おけるいじめ・不登校の状況報告については、市議会等での審議・検討事項であるため非

公開で審議する必要があると考えます。 

 委員の皆さん、ご異議はございませんか。よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○葛西教育長 ご異議がないようですから、後ほど非公開にて審議いたします。 

 

（１）議案 

 議案第２６号 四日市市就学に関する規則の一部改正について 

（３）報告 

 ２ 笹川東小学校・笹川西小学校統合準備委員会進捗状況の報告 

○葛西教育長 それでは、議案の説明に入ります。 

 議案第２６号、四日市市就学に関する規則の一部の改正についての説明をお願いします。 

 また、それに関して、報告事項、笹川東小学校・笹川西小学校統合準備委員会進捗状況

の報告もあわせてお願いいたします。 

○長谷川教育総務課長 では、議案のご説明をさせていただきます。 

 お配りしております教育委員会会議議案関係資料の１ページをよろしくお願いいたしま

す。 

 議案第２６号、四日市市就学に関する規則の一部改正についてでございます。 

 この就学に関する規則と申しますのは、小中学校の学区、通学区を定めるものでござい

まして、それぞれの小学校につきまして町名等で学区を決めておるものでございます。 
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 今般、来年４月に笹川東小学校、笹川西小学校の統合によりまして笹川小学校が誕生す

るというところで、この内容につきましてご審議をお願いするところでございます。 

 １ページの真ん中に表がございます。まず、小学校の表の中、笹川東、笹川西小学校の

記載を削除いたしまして、改めて笹川小学校の学区につきまして、東小学校、西小学校を

合わせた校区とする、そして、西笹川中学校につきましては、これまで笹川東、笹川西小

学校区に同じと書いてございましたが、笹川小学校区に同じと記載させていただくもので

ございます。施行期日は３１年４月１日でございます。 

 ２ページに参考資料といたしまして、小、中学校通学区域審議会の開催の概要をご説明

しております。この小、中学校通学区域審議会とは、このように学区を変更する際に調査

審議し、諮問をさせていただく機関でございまして、今回は７月３日に開催をさせていた

だきました。学識の方、それから、市民文化部長、市Ｐ連の会長、また、小学校、中学校

の校長会長、そして笹川地区の連合自治会長をはじめ、ＰＴＡの小中ＰＴＡ会長、そして

学校長、四郷のセンター館長に参画いただきまして、会議を開催させていただいたもので

ございます。特に異議等ございません、この内容でおおむね了というところで答申をいた

だいたところでございます。 

 そして、下のところに参考として、波木が丘町、波木町の一部の選択可能地区の取り扱

いについてと書かせていただいています。現在、この波木が丘、そして波木町の一部、ミ

ルクロードより北の部分につきましては、本来校、内部小学校でございますが、選択可能

地区として、笹川西小学校を許可校としております。今回の規則改正に伴いまして、これ

を笹川小学校に変更することとして、要綱改正もあわせて考えさせていただいておるとい

うところでございます。 

 ３ページには、その通学区域審議会の答申の書面につきまして、写しを参考につけさせ

ていただいております。 

 まず、議案の説明は以上でございますが、あわせまして、笹川東小学校、西小学校の統

合準備委員会の進捗につきまして、現状のご説明をさせていただきたいと思います。 

 資料が、まず、この教育委員会会議資料、笹川東、西小学校の進捗状況の報告という、

Ａ４をとじて、そして一部Ａ３資料が折り込んである資料、それから、リーフレットをま

た発行いたしますので、このようなカラーのリーフレットの案、そして、５月に開催させ

ていただきました第６回の統合準備委員会のたよりもあわせて参考資料としておつけをさ

せていただいております。 
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 では、そのとじてあります資料の、恐縮ですが、まず６ページ、Ａ３の資料を見ていた

だければと思います。 

 「統合までのスケジュール」と題しておりますＡ３横の資料でございます。 

 昨年度の２月定例月議会で統合につきまして条例改正をしていただきました。そして、

今年度につきましては統合まであと１年というところでスケジュールを定めておりますが、

まず、一番上に統合準備委員会というところで、これは個別の統合の準備につきまして報

告であるとか進捗管理をする会議というところで、５月に第６回、７月そして、８回、９

回と、大体年４回程度開催を予定しております。 

 そして、その内容につきまして、校歌、校章、それから校旗とあわせてというところで

ございますが、こういうデザイン等作成の業務。 

 そして、学校教育におきまして、新たな笹川小学校の学校の教育内容、それから両校の

交流授業等をそこに書いてございますが、まず、６月には教育課程検討会議というところ

で、指導課で、新しい学校の教育の方針といいますか、やり方につきまして両小学校と協

議を行っていただいておると。そして、交流事業としましては、大体学期に１回ごと学校

で予定をしていただいておりまして、まず１学期は、７月に交通キャンペーンを含めまし

て、西の子どもたちが東小学校まで通学を練習するというところで通っていただきまして、

体育館で両校の交流事業、歌を歌ったりマル・バツクイズをしていただいたというところ

で交流事業をしていただきました。今後、２学期、３学期と、また交流事業をしていただ

くというところでございます。 

 それから、通学路につきまして、５月には点検、そして７月には先ほど申し上げました

通学練習等々、これから通学路の安全対策というところで検討しておりますが、これは後

ほど詳しくご説明します。 

 また、ＰＴＡの統合に向けた準備であるとか閉校式の準備等、そして施設整備、これも

後でご説明しますが、この夏休みにはトイレの工事等も行っておりますので、そういうと

ころも検討、そして、参考におつけしておるリーフレットもまた２学期になりましたらお

配りさせていただく予定で準備をしております。 

 そして、通学区域審議会につきましては先ほどご説明させていただいたというところで

ございます。 

 資料、戻っていただきまして、改めて１ページからご説明をさせていただきます。 

 まず、校章というところで準備をしておりますが、下に囲みで西笹川中学校の校章の、
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デザインがございます。これまでの議論の中で、やっぱり笹川小学校、西笹川中学校とい

うそのつながりにつきまして意識するため、それをあらわすためにこの西笹川中学校の校

章デザインをもとに作成するというところから進めさせていただいておりまして、現在こ

の４案というところでございますが、おおむねＤ案の部分というところで、ただ、Ｄ案で

は、西笹川中学校にあるかいの部分、これをどう表現するかというところで、Ｄ案をもう

少し工夫するというところで、今、話を進めさせていただいておるというところでござい

ます。 

 そして、２ページでございますが、校歌でございます。校歌も新しく作成するというと

ころで、静岡県にお住まいの中山譲先生という音楽家の先生に依頼をさせていただいたと

ころでございます。プロにお願いするというところでこれまでも話を統合準備委員会でし

ておりましたが、この７月１３日にはこの中山先生に両校を視察もしていただいて子ども

たちと触れ合ってもいただきましたし、校長先生としっかりお話し合いもしていただきま

して、これから作成というところでございます。校歌、校章、校旗、それとあわせて、こ

の２学期中ぐらいを目途に来年交流行事でできるように準備を進めておるところでござい

ます。 

 そして、３ページにＡ３の資料とじ込みとなっておりますが、通学路の安全対策という

ところで準備をしております。右側に通学路として、矢印の点線となっておりますでしょ

うか、笹川４０号と笹川６０号のところを通って、そして、真ん中に寄って公園から渡る

というところの矢印の点線が準備しております。 

 これは何かと申しますと、実は昨年度の３月でございますが、この笹川中央通り、真ん

中を走る道路につきまして、地元から歩道橋の要望が出ておりまして、そして、都市整備

からその歩道橋の検討というところで、都市整備から統合準備委員会でお話をいただいた

んですが、まだ検討段階ではありますが、この笹川両公園をまたぐ形で歩道橋の設置の検

討を進めておると。 

 その内容として、今現在、津市にある国道にかかっている歩道橋をこちらに移設ができ

ないかというところで、そちらは工事でその歩道橋が廃棄されるのを引き取るという形で

歩道橋を設置できないかというところで今お話を進めていただいておるというところ、そ

の廃棄される、撤去される歩道橋をもらい受けるという形でこの両公園をまたぐ形で歩道

橋の設置ができないかどうか今検討していただいておるという話を昨年３月に都市整備か

ら地域にしていただいておると。その中で、歩道橋ができるのであればそれを通学路とす
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ることも見越した上で通学路を準備できないかというところで、このように公園の中を通

る通学路というところで将来的なところを踏まえて考えていくと。 

 ただ、歩道橋はすぐにはつきませんので、約２年３年と、それまで、つくまでは、この

４０号、６０号に分かれて、信号のある横断歩道の、歩行者用の信号のあるところを子ど

もたちが渡って、そして、笹川中央通り、環状１号線の歩道を歩いて真ん中に寄って公園

を抜けて通学するという通学路案を今準備していただいています。 

 それをもとに、それぞれ必要となる整備箇所につきまして、５月２２日に点検をしてい

ただきました。そして、①から⑥までというところで、点検箇所と、それからその対策案

としてまとめていただいています。 

 それぞれ都市整備部でしていただく事業であるとか、教育施設課でしていただくところ、

または警察へ届け出をする等々、例えば４番ですと、横断歩道の設置、またそうところも

ございますので、公安、県に申請しながらというところで、この安全対策の箇所を進めて

いくというところで今話し合いをしております。 

 例えば①ですと、４０号の南側になりますが、路側帯の部分にカラー舗装をするである

とか、それから、４０号線と環状１号の交差点にポールまたはガードパイプを設置する、

また、シールを張る等の検討案、ポールの設置というところ、シールを張るというところ

で今検討しておりますが、そういう案。そして、環状１号のスピード対策で減速帯が設置

できないかとか、それから、４番に行きますと、笹川東小学校の正門前に安全確保のため

に横断歩道が設置できないかというところで今検討しております。 

 また、５番の６０号の交差点にも横断歩道が設置できないか、そして、６０号と１号線

の交差点にあわせて、４０号と同じようにポールの設置と安全対策のとまれのシールが張

れないか、このあたりを検討しております。 

 また、この６番のところにつきましては、信号も短いと、歩行者信号の点滅までの時間

が結構短いというのもありまして、それもあわせて変更できないかなという話をしておる

んですが、なかなかそういう渋滞を招くような変更は難しいのかなという話を、これから

警察とちょっと調整させていただくというところでございます。 

 このように、新しく通学路が変わることに伴う安全対策につきまして、今、行っておる

というところでございます。 

 それから、４ページでございますが、施設整備というところで書いてございます。この

夏休みの期間中の工事としまして、１つは星印のついたトイレをドライ化、洋式化という
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ところで大きく工事をしていただいております。 

 そして、もう一つは給食室が、給食食数が多くなるものですから、その部屋を改修する

といいますか、配膳の部屋を拡張するという工事でございます。そして、その出た先のラ

ンチルームがあったんですが、これが、特別支援の学級が増えることからそこを仕切ると

いうところも８月中に考えております。 

 そして、夏休み以降、昇降口の塗装であるとか下駄箱を入れるところ、そして、また、

校章が変わりますので体育館の垂れ幕をつけかえたり、正門を塗ったり等々、新しい学校

へ向けての準備を施設整備というところで進めておるというところでございます。 

 そして、５ページでございますが、先ほどあわせてお配りしておる、このクリーム色と

申しますか、カラーの、新しくＡ３の見開きというところでリーフレットを作成しており

ます。この内容もまた検討して、これを９月以降配布させていただくというところでござ

います。 

 その他、交流行事であるとか、開校式、閉校式の準備等々、先ほどご説明したスケジュ

ールに沿って順次進めておるというところでございます。 

 そして、リーフレットの中は、開いていただきますと教育内容のページ、それから、地

域との川のまちづくりの連携のページというところで、都合４ページのリーフレットとな

っております。 

 あと、もう一枚配らせていただきました統合準備委員会だよりは前回の第６回のたより

でございますが、こういうような形で地域の方へのご報告もさせていただいておるという

ところでおつけをさせていただいたところでございます。 

 簡単ではございますが説明は以上です。 

○葛西教育長 じゃ、まず、四日市市就学に関する規則の一部改正、これについては、手

続にのっとって、四日市市立小、中学校通学区域審議会、これを開催しまして、そこへ諮

問をしまして、そして答申をいただいたという、その結果が、３１年４月１日から笹川東

小学校区と笹川西小学校区を統合し、笹川小学校区に変更すると、１に伴い、西笹川中学

校区は笹川小学校区と同じとすると、それをいただいて、議案第２６号の就学に関する規

則の一部を改正する規則、これを改正するという、そういう手続でございます。 

 このことについてはよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○葛西教育長 では、お認めいただいたということでございます。 
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 加えまして、笹川小学校統合準備委員会、さまざまに作業を進めてきていただいており

ます。何か気になることがありましたらご質問いただきたいと思います。 

○渡邉委員 歩道橋はやっぱり必要であるというような、そういう総意なんですね。 

○長谷川教育総務課長 まず、歩道橋につきましては、平成２５年から地域として、決し

て通学路というだけではなくて、地域としてこの笹川中央通りの安全対策、これまでも事

故が起こっている中で、高齢者も渡れるような歩道橋の設置というところを要望いただい

ておりました。それを、都市整備部は、そのころも統合の話がございましたので、統合の

際に改めてもう一度検討させていただきたいというところで、やはり全体としては、そう

いうまちづくり、そして、この２つに分かれておる公園間の移動の安全対策とか、公園の

機能のさらにアップという点、そして、子どもたちが、今回ですと二百何十名が笹川東小

に通うという、恒常的にその歩道橋を使う、そういう生徒の数が確保できるところをあわ

せて、江戸橋にある歩道橋を移設させる予定です。 

○渡邉委員 ２３号線にある。 

○長谷川教育総務課長 はい。２３号線にあるあの歩道橋なんですけど、あれが工事で撤

去されるという話もありまして、そうすると、そのいわゆる橋脚の部分であるとか、その

後の材料費といいますか、そういうところも、移設というところで……。 

○渡邉委員 あれ、今年中に撤去されますよ、予算措置、聞いていますから。だから、来

年でも設置されるんじゃない。そうはいかないの。 

○長谷川教育総務課長 もう少しかかると都市整備部から聞いておりますが、そういうお

話をいただいたということもあります。そういう、使うなら譲り受けることが可能という

ところもあわせて、そうすると、費用としては、かなり大きな工事ですので、しかも、地

域からは高齢者も渡れるスロープ型の歩道橋というところでご要望いただいておったんで

すが、それがタイミング手に入ることもあって、その方向を都市整備部としては打ち出し

て、国への働きかけと地域へのご説明というところでしていただいていますので、私ども

もそれは、やはり安全に通えるのであれば、特にこの笹川中央通りは、将来県道への移管

といいますか、より交通量が多くなって速度が上がる懸念があるというところの中で、そ

ういう安全のための、歩行といいますか、歩行者の移動のための安全のつける価値という

ところで都市整備部で検討していただいたという結果、我々もつけていただけるのであれ

ばありがたくそれを通学路として使わせていただくというところで検討を進めておるとい

うところでございます。 
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○渡邉委員 あれは国の施設なんですかね、国道だから。 

○長谷川教育総務課長 はい。 

○渡邉委員 それを払い下げるというか、そういう感じですか。 

○長谷川教育総務課長 はい、そうですね。移譲を受けるというところで聞いています。 

○渡邉委員 安く上がるわけですね。 

○長谷川教育総務課長 そうですね。 

○渡邉委員 設置費用が要りますけど。 

○長谷川教育総務課長 移動費用といいますか、ただ、聞いた話ですが、耐用年数はかな

りあるとのことです。車が渡る橋とはちがい、そんなに荷重がかかるものではないので、

これは道路整備課長に教えていただいたんですが、わりと年数はたっておるんですが、十

分使えるものであるというところで、ただ、現地の設計であるとか測量、それから、どう

建てるかというところを含めて検討、それから準備が要りますので、やはり来年早々とい

うわけにはいかずに、１年、２年、３年、そのあたり、都市整備部で今、検討していただ

いていますが、それまではこのように分かれて、信号や交差点を分散して通うというとこ

ろで検討いただいておるというところでございます。 

○渡邉委員 学校の統合のための必要条件ということでの歩道橋ではないということです

ね。地域の地域づくりとか、そういうような観点とあわせての話なんですね。 

○葛西教育長 そうですね。統合準備委員会では、今、委員がおっしゃったような、そう

いう整備をしていただいています。ただ、保護者の中には、やはり歩道橋をという、そう

いう声が一部非常に強かったわけですけれども、それでもやはり統合自体が子どもにとっ

ての教育環境をよくする、あるいは、きちっとこのように交通安全について議論し、必要

なことについて手だてをしていくということで、歩道橋についてはしばらく時間がかかる

という、そんなことについて、現在、了承をしていただいている状況になっております。 

○渡邉委員 わかりました。 

○葛西教育長 よろしいでしょうか。 

○加藤委員 ４ページですか、施設設備の整備について、これ、笹川東小の保護者は何か

前にここで聞かせてもらったと思うんですけど、学校の規模だけ大きくなって建物はその

まま、何にもよくならないという不満の声も聞きましたので、かなり細かいところで対応

いただいていると思いますけど、このランチルームがなくなることについては何か抵抗は

なかったんですか。 
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○長谷川教育総務課長 確かにランチルームがなくなるわけなんですが、やはり今回、全

体の施設の中でどうしても少人数指導を確保したいというところで、多目的室の、いわゆ

る取り出し事業、これは、これまでも笹川両校で希望していただいて、１つ強みとしてそ

ういってきめ細かく子どもたちを少人数指導できるという環境を残したいと。そういう中

で、特別支援の子たちが西と統合の中で増えるというところにつきましては、やっぱりラ

ンチルームが一番、１階でもあるし、そういう支援の部屋としてはいいのではないかなと

いうところで学校と施設課で相談していただいて、これはご納得いただいておるというと

ころでございます、なくなることについては。 

 ただ、新しく学校ができますので、例えば昇降口や校門等、やっぱり子どもたちが気持

ちよく通えるような、そういうところであるとか、それからトイレにつきましては、これ

は大規模改修が、実はこの後２年かけてやるわけですが、統合後に、その前にトイレだけ

は何とか早急に工事できないかなというところでこれまでもご説明してきまして、そうい

うふうにさせていただくというところでございますが。 

○加藤委員 ある目的を持った施設が１つ減るわけですので、そのあたりは親御さんにと

っては意見を持つ方もいらっしゃるのかなと思ったので、あえて聞かせてもらったんです

けど。 

○長谷川教育総務課長 また、このランチルームがなくなることについて、どうしてもだ

めという形ではご意見をいただいていないですが、やはり子どもたちが使いやすくなる、

そして、授業といいますか、しっかり学ぶ環境として整備できるようにというところでご

説明をさせていただいておるところです。 

○加藤委員 結構敷地は広いので、幾らでも建つと思うので、せっかく統合ということで、

新生笹川小に向けて細かいところもぜひぜひ対応いただくとありがたいなと思いますね。 

○長谷川教育総務課長 さっきも申し上げましたが、大規模改修もございますので、私ど

もの感覚で、橋北もそうだったんですが、統合後に大規模改修というのも１点メリットも

ございます。新小学校が始まって、やっぱりどう使いたいというところが明らかになって

からさらに手を入れられるので、最初はやっぱりできる限り今の状態できれいにしてでは

ありますが、やっぱりその大規模改修も含めて、大規模改修のスケジュールはちょっと前

倒しというのは全体のバランスからできなかったので、そこは今後またその際に、最終、

細かい調整もさせていただきたいというところです。 

○加藤委員 今後も統合が必要な校区は幾つかありますので、統合することによって、や
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っぱりよかったと、こんなすごい環境でというご意義がどんどん発信していただけるよう

な１つの例にしてほしいと思いますのでよろしくお願いをします。 

○長谷川教育総務課長 ありがとうございます。 

○葛西教育長 ありがとうございました。 

○松崎委員 このリーフレットはまた見直しは行われるんですか。 

○長谷川教育総務課長 ほぼ最終版というところで調整させていただいておりますが、ま

だこれから発注するところでございます。 

○松崎委員 振り仮名が必要かなと思ったんですけど。 

○長谷川教育総務課長 そうですね。全体に振り仮名を振らせていただきますので。 

○葛西教育長 よろしいでしょうか。ありがとうございました。 

 

 議案第２７号 四日市市文化財保護審議会への諮問（文化財指定：石造旧日永の追分道 

標）について 

○葛西教育長 では、続いて、議案第２７号、四日市市文化財保護審議会への諮問につい

ての説明をお願いします。 

○川尻社会教育課長 社会教育課でございます。よろしくお願いします。 

 ５ページ、議案第２７号、四日市市文化財保護審議会への諮問についてでございます。 

 飛ばしまして、８ページをごらんください。 

 議案参考資料として四日市市文化財保護条例から第５条を抜粋しております。第３項に、

「第１項の規定による指定をするときは、」ということで、四日市市指定有形文化財に指

定するときということですけれども、「委員会は、あらかじめ四日市市文化財保護審議会

に諮問するものとする。」としております。これに伴いまして、文化財保護審議会への諮

問についてお諮りさせていただきます。 

 今回諮問いたしたいのは、石造旧日永の追分道標の文化財指定についてです。 

 ６ページをごらんください。 

 種別は有形文化財の歴史資料。名称及び員数は、石造旧日永の追分道標、１基です。所

在地、日永四丁目５―７、日永神社の境内。日永小学校の北にある神社です。第４番、所

有者については日永神社。法量は、地上部分の総高として１５１センチ、正四角柱の部分

は以下のとおりになっております。制作年代につきましては、彫られております銘文から、

明暦２年３月となっております。 



 -12- 

 ７番、創建、製作の沿革及び由来は、明暦２年、川原町にあります宝光山仏性院の開基、

専心が建立。道標正面には「大神宮いせおいわけ」、向かって右側面に「京」、左側面に

「山田」、裏面に「明暦二年丙申三月吉日 南無阿弥陀仏 専心」とあります。 

 ８番の概要といたしまして、明暦２年に専心によって建立されましたが、その後の追分

の整備により、安永３年には神宮の遥拝鳥居が建てられ、常夜灯も建立されております。

嘉永２年には現在の道標が建てられましたので、追分神明社、これはもう今現存はいたし

ておりませんけれども、移築されております。明治４０年に合祀され日永神社となって今

のところに移されております。東海道に現存する最古の道標でありますとともに、制作年

の明らかな道標としては国内５番目の古さということになっております。 

 資料の説明は以上です。 

○葛西教育長 何かご質問ございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 ここの神社で子どものころよく遊んでおりました。こんな古い道標があるとはそのころ

は夢にも思っておりませんでしたが、このように日本で５番目の道標ということで、こう

いうことはやはり子どもたちにもしっかりと伝えていく必要があると思っております。 

○加藤委員 これも社会教育課からの働きかけですか。 

○川尻社会教育課長 そうですね、あちこちを、うちで調査をしておりまして、専門の先

生方も保護審議会にも入っていただいておりますので、いろいろご助言もいただいており

ます。その中から、これについての諮問をいただいて調査をさせていただきたいというこ

とで挙げさせていただきました。 

○葛西教育長 ご異議がなければ採択としてよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○葛西教育長 採択させていただきます。 

 

４ 閉会 

○葛西教育長 それでは、次回のことについて、教育総務課長から説明願います。 

○長谷川教育総務課長 次回ですが、８月８日に教育懇談会を予定しております。これは

人権プラザ天白へ、人権教育の充実についてというところで視察へ行っていただきます。

９時３０分からですが、９時１０分に総合会館前に集合をお願いいたします。 

 そして、定例会につきましては、８月２２日の水曜日、９時半から、こちら教育委員会

室でとなっておりますのでよろしくお願いします。 
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 以上です。 

○葛西教育長 それでは、以上をもちまして第１１回教育委員会会議を閉会いたします。

どうもご苦労さまでございました。 

午後 ３時 ５分 閉会 

 


